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（
総
務
委
員
会
）

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

東
日
本
大
震
災
に
係
る
津
波
に
よ
り
区
域
の
全
部
若
し
く
は
大
部
分
に
お
い
て
家
屋
が
滅
失
・
損
壊
し
、
又
は
土
地
に
つ

い
て
従
前
の
使
用
が
で
き
な
く
な
っ
た
区
域
と
し
て
市
町
村
長
が
指
定
し
た
区
域
内
に
所
在
す
る
家
屋
及
び
土
地
に
対
し
て

は
、
平
成
二
十
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
又
は
都
市
計
画
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
。

二
、
個
人
住
民
税

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
そ
の
者
の
有
す
る
資
産
に
つ
い
て
受
け
た
損
失
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の

選
択
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
に
お
い
て
生
じ
た
損
失
の
金
額
と
し
て
、
平
成
二
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
住
民
税

の
雑
損
控
除
額
の
控
除
及
び
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
の
特
例
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
不
動
産
取
得
税

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
・
損
壊
し
た
家
屋
の
所
有
者
等
が
こ
れ
に
代
わ
る
家
屋
を
取
得
し
た
場
合
や
、
当
該
被
災
家
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屋
の
敷
地
の
所
有
者
等
が
こ
れ
に
代
わ
る
土
地
を
取
得
し
た
場
合
に
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
取
得
に

対
し
て
は
、
当
該
被
災
家
屋
の
床
面
積
相
当
分
等
に
つ
い
て
不
動
産
取
得
税
を
課
さ
な
い
よ
う
に
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。

四
、
自
動
車
取
得
税
、
自
動
車
税
等

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
・
損
壊
し
た
自
動
車
の
所
有
者
等
が
こ
れ
に
代
わ
る
自
動
車
を
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
し
た
場
合
の
自
動
車
取
得
税
を
非
課
税
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
代

替
自
動
車
等
に
係
る
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
を
非
課
税

と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。

五
、
軽
油
引
取
税

揮
発
油
価
格
高
騰
時
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
規
定
の
適
用
停
止
措
置
を
停
止
す
る
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


